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一 

 



 

石
川
県
下
に
お
け
る
北
陸
機
械
工
業
株
式
会
社
（
金
沢
市
観
音
堂
町
ィ
四
五
番
地
、
以
下
北
陸
機
械
と
い
う
）
・

オ
リ
エ
ン
タ
ル
チ
ェ
ー
ン
工
業
株
式
会
社
（
金
沢
市
神
宮
寺
町
一
番
地
、
以
下
オ
リ
エ
ン
タ
ル
と
い
う
）
並
び
に
金

産
自
動
車
工
業
株
式
会
社
（
石
川
県
松
任
市
徳
丸
町
六
七
〇
番
地
、
以
下
金
産
と
い
う
）
の
労
使
紛
争
に
つ
い
て
質

問
す
る
。 

一 

北
陸
機
械
・
オ
リ
エ
ン
タ
ル
・
金
産
で
倒
産
、
分
裂
、
基
準
法
違
反
、
不
当
労
働
行
為
な
ど
の
労
使
の
紛
争

が
続
い
て
い
る
が
、
そ
の
経
過
と
現
状
に
つ
い
て
明
ら
か
に
せ
よ
。 

二 

北
陸
機
械
の
倒
産
は
石
川
県
下
で
は
極
め
て
深
刻
な
事
件
に
な
つ
て
い
る
。
北
陸
機
械
の
労
働
組
合
で
あ
る

全
国
金
属
労
働
組
合
石
川
県
地
方
本
部
北
陸
機
械
支
部
で
は
会
社
再
建
を
主
張
し
て
、
名
古
屋
高
裁
に
抗
告
す 

 
質
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石
川
県
下
に
お
け
る
北
陸
機
械
・
オ
リ
エ
ン
タ
ル
チ
ェ
ー
ン
・
金
産
自
工
の
労
使
紛
争
に
関
す
る 

三 

 



 

四 

オ
リ
エ
ン
タ
ル
・
金
産
で
は
東
京
・
石
川
の
各
地
方
労
働
委
員
会
に
不
当
労
働
行
為
救
済
の
申
立
て
を
、
地

方
裁
判
所
に
仮
処
分
申
請
な
ど
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
件
数
・
内
容
並
び
に
進
行
状
況
を
明
ら
か
に
す
る

と
共
に
、
す
で
に
救
済
命
令
仮
処
分
決
定
も
出
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
履
行
状
況
を
も
明
ら
か
に
せ
よ
。 

五 

オ
リ
エ
ン
タ
ル
で
は
、
昨
年
の
賃
上
げ
闘
争
の
際
、
協
和
銀
行
の
命
令
で
賃
上
げ
は
一
円
も
で
き
な
い
と 

 

主
張
し
た
た
め
、
そ
の
労
働
組
合
が
協
和
銀
行
金
沢
支
店
長
に
面
会
し
、
そ
の
事
実
を
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
支 

三 

北
陸
機
械
・
オ
リ
エ
ン
タ
ル
・
金
産
の
労
働
組
合
、
又
は
従
業
員
か
ら
労
働
基
準
法
違
反
に
つ
い
て
申
告
が

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
件
数
・
内
容
並
び
に
処
理
状
況
に
つ
い
て
明
ら
か
に
せ
よ
。 

る
な
ど
の
行
為
を
行
つ
て
い
る
が
北
陸
機
械
の
会
社
・
銀
行
・
丸
紅
な
ど
の
抵
当
権
者
な
ど
が
非
協
力
と
い
わ

れ
て
い
る
。
特
に
従
業
員
の
労
務
債
権
だ
け
で
十
五
億
に
達
し
て
い
る
だ
け
に
、
そ
の
再
建
・
労
働
者
の
未
払

労
務
債
権
確
保
な
ど
に
つ
い
て
、
政
府
・
労
働
省
・
石
川
県
当
局
は
い
か
な
る
対
策
を
進
め
て
い
る
か
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。
あ
わ
せ
て
通
産
省
と
し
て
の
対
策
を
も
明
ら
か
に
せ
よ
。 

四 

 



 

 

五 

店
長
は
、「
賃
上
げ
を
す
れ
ば
オ
リ
エ
ン
タ
ル
を
倒
産
さ
せ
る
」
と
言
明
し
た
た
め
、
労
働
組
合
は
ゼ
ロ
回
答
で

妥
結
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

そ
れ
が
も
と
で
オ
リ
エ
ン
タ
ル
の
労
使
紛
争
が
激
化
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
協
和
銀
行
の

態
度
は
不
当
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
思
う
が
、
政
府
・
大
蔵
省
の
見
解
を
求
め
る
。 

六 

オ
リ
エ
ン
タ
ル
・
金
産
の
両
社
の
会
社
と
そ
の
管
理
職
・
第
二
組
合
な
ど
に
よ
つ
て
、
両
社
に
勤
務
す
る
全

国
金
属
労
働
組
合
の
組
合
員
に
暴
力
行
為
な
ど
の
刑
事
事
件
が
発
生
し
、
警
察
が
、
会
社
側
の
管
理
職
な
ど
を

逮
捕
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
処
理
状
況
に
つ
い
て
明
ら
か
に
せ
よ
。 

七 

こ
れ
ら
三
社
の
労
使
紛
争
に
つ
い
て
、
政
府
・
労
働
省
・
石
川
県
当
局
は
、
い
か
な
る
解
決
策
が
あ
る
か
明

ら
か
に
せ
よ
。 

右
質
問
す
る
。 


